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平成２３年３月１日  
国 土 交 通 大 臣 
農 林 水 産 大 臣 

 

独立行政法人土木研究所が達成すべき業務運営に関する目標 

 
 独立行政法人土木研究所（以下「研究所」という。）は、建設技術及び北海道開発局

の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの（以下「土木技術」という。）

に関する調査、試験、研究及び開発（以下「研究開発」という。）並びに指導及び成果

の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図ることを目的とする機関である。 
 研究所は、独立行政法人の設立の趣旨を踏まえ、本中期目標に従い、研究成果の社会

への還元等を通じて、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献し、

国土交通政策及び北海道開発行政に関する農水産業振興に係るその任務を的確に遂行

するものとする。具体的には、国の政策目標における役割を果たすため、国が実施する

関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映できる研究を実施するなど公的機関に

期待される業務を行うものとする。 
 特に、道路・河川等の社会資本整備の実施主体である国及び地方公共団体を支援する

という使命を果たすため、社会資本の現状及びニーズの把握に努めるとともに、国土交

通省の地方整備局及び北海道開発局等の事業と密接に連携を図るものとする。 
 また、国に加え大学、民間等と人事交流や共同研究などの連携を促進し、より一層の

成果を上げるよう努めるものとする。 
 以上の視点にたって、研究所は、一層の効率的かつ効果的な運営を図るため、中期計

画において具体的に達成すべき内容及び水準を示すものとする。 
 
 

１．中期目標の期間  

中期目標の期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間とす

る。 
 
 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
（１）研究開発の基本方針 
土木技術は、社会的な重要課題に対して、迅速、的確に解決策を提供するために、様々

な要素技術をすりあわせ・統合し、新たな技術を構築する社会的な技術であり、時々刻々

と変化する社会的要請や国民の生活実感など多様なニーズを的確に受け止め、研究開発

を行うことが重要である。 
したがって、研究所は、独立行政法人土木研究所法（平成１１年法律第２０５号）第

３条に定められた目的を達成するため、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計画等

の科学技術に関する計画及び北海道総合開発計画を踏まえるとともに、土木技術に対す

る社会的要請、国民のニーズ及び国際的なニーズを的確に受け止め、民間等ではできな
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い研究開発（国の政策と密接に関係する道路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連

する研究開発）に特化し、優れた成果の創出により社会への還元を果たすこと。 
なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る研究開発においては、食料・農業・

農村基本法（平成１１年法律第１０６号）及び水産基本法（平成１３年法律第８９号）

並びにこれらの実行計画である食料・農業・農村基本計画及び水産基本計画並びに農林

水産研究基本計画を踏まえ実施すること。 
 
①社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 
 現下の社会的要請に的確に応えるため、研究所の行う研究開発のうち、以下の各項

に示す目標について、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等に反映し

うる成果を早期に得ることを目指す研究開発を重点的研究開発として位置付け、重点

的かつ集中的に実施すること。 
 また、重点的研究開発の実施に際しては、北海道総合開発計画及び食料・農業・農

村基本計画等を踏まえ、総合的な北海道開発を推進するため、積雪寒冷に適応した社

会資本や食料基盤の整備に必要な研究開発についても、重点的かつ集中的に実施する

こと。 
 その際、本中期目標期間中の研究所の総研究費（外部資金等を除く。）の概ね７５％

を充当することを目途とする等、当該研究開発が的確に推進しうる環境を整え、明確

な成果を上げること。 
 なお、中期目標期間中に、社会的要請の変化等により、以下の各項に示す目標に対

応する研究開発以外に新たに重点的かつ集中的に対応する必要があると認められる

課題が発生した場合には、当該課題に対応する研究開発についても、機動的に実施す

ること。 
 
 ア）安全・安心な社会の実現 
  地震・津波・噴火・風水害・土砂災害・雪氷災害等による被害の防止・軽減・早

期回復を図るために必要な研究開発を行うこと。 
  

イ）グリーンイノベーションによる持続可能な社会の実現 
 バイオマス等の再生可能なエネルギーの活用や資源の循環利用等、低炭素・低環

境負荷型社会を実現するために必要な研究開発を行うこと。 
 また、自然環境の保全・再生や健全な水循環の維持、食の供給力強化のための北

海道の生産基盤づくり等、人と自然が共生する持続可能な社会を実現するために必

要な研究開発を行うこと。 
 
ウ）社会資本の戦略的な維持管理・長寿命化 
社会インフラの老朽化、厳しい財政状況等を踏まえ、社会インフラの効率的な維

持管理に必要な研究開発を行うこと。 
 また、材料技術等の進展を踏まえ、社会資本の本来の機能を増進するとともに、

社会的最適化、長寿命化を推進するために必要な研究開発を行うこと。 
 
エ）土木技術による国際貢献 
アジアそして世界への技術普及など、国際展開・途上国支援・国際貢献を推進す
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るために必要な研究開発を行うこと。 
 

②基盤的な研究開発の計画的な推進 
 国が将来実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等を見据え、我が国の土木

技術の着実な高度化や良質な社会資本の整備及び北海道の開発の推進の課題解決に

必要となる基礎的・先導的な研究開発を計画的に進めること。その際、長期的視点も

含めて、国内外の社会的要請の変化、多様な科学技術分野の要素技術の進展、産学官

各々の特性に配慮した有機的な連携等に留意しつつ、基礎的・先導的な研究開発を積

極的に実施すること。 

 
（２）研究開発を効率的・効果的に進めるための措置 
 
①他の研究機関等との連携等 
 研究開発テーマの特性に応じ、国内外の公的研究機関、大学、民間研究機関等との

適切な役割分担のもとで、他分野との協調も含めた幅広い視点にたって、研究開発の

効率的かつ効果的な連携を推進するものとする。その際、共同研究、人事交流等を効

果的に実施し、より高度な研究開発の実現と成果の汎用性の向上に努めること。 
 
②研究評価の的確な実施 
 研究開発の実施にあたっては、評価を実施し、評価結果を課題の選定・実施に適切

に反映させること。その際、他の研究機関との重複排除を図り、研究所が真に担うべ

き研究開発に取り組むとの観点から、関連研究機関の研究内容等を事前に把握すると

ともに、研究開発の事前、中間、事後の評価において、外部からの検証が可能となる

よう第三者委員会による評価を行う等の所要の措置を講じること。また、成果をより

確実に社会・国民に還元させる視点で追跡評価を導入すること。 
 
③競争的研究資金等の積極的獲得 
 競争的研究資金等外部資金の積極的獲得に取り組むことにより、研究所のポテンシ

ャル及び研究者の能力の向上を図るとともに、自己収入の確保に努めること。 
 

（３）技術の指導及び成果の普及 
 

①技術の指導 
  独立行政法人土木研究所法第１５条により国土交通大臣の指示があった場合の他、

災害その他の技術的課題への対応のため、外部からの要請に基づき、又は研究所の自

主的判断により、職員を国や地方公共団体等に派遣し所要の対応に当たらせる等、技

術指導を積極的に展開すること。 
 
②成果の普及 
 （１）①の重点的研究開発の成果の他、（１）②の基盤的な研究開発等を通じて得

られた重要な成果については、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等

の業務に容易に活用しうる形態によりとりまとめること。 
 また、成果の効果的な普及のため、国際会議も含め関係学会での報告、内外学術誌
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での論文掲載、成果発表会、メディアへの発表を通じて技術者のみならず広く国民へ

の情報発信を行い、外部からの評価を積極的に受けること。併せて、成果の電子デー

タベース化やインターネットの活用により研究開発の状況、成果を広く提供すること。 
 
③知的財産の活用促進 
成果に関する知的財産権は、保有する目的を明確にして、必要な権利の確実な取得

や登録・保有コストの削減等により適切な維持管理を図るとともに、普及活動に取り

組み活用促進を図ること。 
 

（４）土木技術を活かした国際貢献 
 
 ①土木技術による国際貢献 

  我が国特有の自然条件や地理的条件等の下で培った土木技術を活用し、産学官各々

の特性を活かした有機的な連携を図りつつ、世界各地の状況に即して、成果の国際的

な普及や規格の国際標準化への支援等を行うことにより、アジアをはじめとした世界

への貢献に努めること。 
  

②水災害・リスクマネジメント国際センター（ＩＣＨＡＲＭ）による国際貢献 

水関連災害とその危機管理に関しては、水災害・リスクマネジメント国際センター

を中心に国際的な活動を積極的に行い、国際貢献に努めること。 
 
（５）技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献 
 国土交通省等における技術力の向上及び適切な技術の継承に貢献すること。また、国

土交通省の公共工事等における新技術の活用促進の取組に積極的に貢献すること。 
 事業実施における技術的課題の解決のため、国土交通本省、地方整備局及び北海道開

発局等からの委託を受けて研究開発を確実に実施すること。 
 
 

３．業務運営の効率化に関する事項 
 研究所の業務の運営に際しては、以下の各事項に関し具体的措置を講ずることにより、

効率化を図ること。 
 
（１）効率的な組織運営 

研究ニーズの高度化、多様化等の変化への機動的な対応や業務運営の効率化の観点か

ら、効率的な運営体制の確保を図るとともに、管理部門の簡素化に努めること。また、

寒地技術推進室について集約化すること。 
 
（２）業務運営全体の効率化 
 研究開発業務その他の業務全体を通じて、引き続き情報化・電子化を進めるとともに

外部への委託が可能な業務のアウトソーシング化を行うことにより、高度な研究の推進

が可能な環境を確保すること。 
 内部統制については、更に充実・強化を図ること。 
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 対価を徴収する業務については、受益者の負担を適正なものとする観点から、その算

定基準を適切に設定すること。 
 寄附金については、受け入れの拡大に努めること。 
 特に、運営費交付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及び特殊要因を

除き、以下のとおりとすること。 
 一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度

（平成２２年度）予算額に対し、本中期目標期間の最終年度（平成２７年度）までに１

５％に相当する額を削減すること。また、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行

った上で、適切な見直しを行うこと。 
 業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終年度予算

額に対し、本中期目標期間の最終年度までに５％に相当する額を削減すること。 
 契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１

１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施すること等により、契約の適正化を推

進し、業務運営の効率化を図ること。また、透明性の確保を追求し、情報提供の在り方

を検討すること。 
 
 

４．財務内容の改善に関する事項 
 運営費交付金等を充当して行う業務については、「３．業務運営の効率化に関する事

項」等で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を

行うこと。 
 なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うとともに、見直し結果を踏まえ

て、研究所が保有し続ける必要がないものについては、支障のない限り、国への返納を

行うこと。 
 別海実験場、湧別実験場及び朝霧環境材料観測施設（一部）については、平成２３年

度中に国庫納付すること。 
 
 

５．その他業務運営に関する重要事項等 
（１）施設及び設備に関する計画 

研究所が保有する施設、設備については、研究所の業務に支障のない範囲で、外部の

研究機関の利用及び大学・民間企業等との共同利用の促進を図ること。その際、受益者

負担の適正化と自己収入の確保に努めること。 
また、業務の確実な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要の機能を

長期にわたり発揮しうるよう、適切な維持管理に努めること。 
なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うこと。 

 
（２）人事に関する事項 

高度な研究業務の推進のため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の適正配置に

より業務運営の効率化を図ること。 
また、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献するという使命を
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果たすため、行政との人事交流を的確に行うこと。 
さらに、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意欲向上を

促し、能力の最大限の活用等を図ること。 
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の

在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画

的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表すること。 
また、総人件費（退職手当等を除く。）についても、「簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年

度から５年間で５%以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成２３年度にお

いても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、

厳しく見直すこと。 
 

（３）その他 
 国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在り方の検討につい

ては、今後の独立行政法人全体の見直しの議論等を通じ、適切に対応すること。 
 
 
 


